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　林業労働災害の発生率は、他産業と比べて極め
て高い状況が続いています。そこで、令和３年６
月に閣議決定された新たな「森林・林業基本計画」
では、今後10年を目途として発生率を半減させ
ることを目指して労働安全対策を強化することと
しました。そして今般、林業労働安全に資する効
果的な対策を講じる観点から、近年の林業労働災
害の発生状況を分析し、その結果を踏まえた留意
事項（※）を林野庁長官通知として取りまとめました
ので、その内容について紹介します。

※留意事項は、https://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/anzen/kyouka.htmlでも掲載しています。

林業労働安全対策の
強化について
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背
景

　
林
業
の
労
働
災
害
の
発
生
件
数
は
、
長

期
的
に
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
近
年

は
ほ
ぼ
横
ば
い
に
な
っ
て
い
ま
す
（
図

１
）。
労
働
災
害
の
発
生
率
を
示
す
死
傷

年
千
人
率
（
労
働
者
千
人
当
た
り
１
年
間

に
発
生
す
る
（
休
業
４
日
以
上
の
）
死
傷

者
数
）
は
、
全
産
業
平
均
の
10
倍
を
超
え

て
お
り
、
全
産
業
中
最
も
高
い
値
で
推
移

し
て
い
ま
す
（
図
２
）。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
、
林
業
へ
の
新
規
就
業
者
の
確
保
や
定

着
、
林
業
事
業
体
の
育
成
に
も
影
響
を
与

え
、
林
業
が
持
続
可
能
な
産
業
と
し
て
成

長
し
て
い
く
上
で
も
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
そ
こ
で
、
令
和
３
年
６
月
に
閣
議
決
定

さ
れ
た
新
た
な
「
森
林
・
林
業
基
本
計
画
」

に
お
い
て
、
将
来
の
林
業
従
事
者
の
育
成

と
確
保
の
た
め
に
労
働
環
境
を
改
善
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
10
年
を
目

途
と
し
て
、
死
傷
年
千
人
率
を
半
減
さ
せ

る
こ
と
を
目
指
し
て
労
働
安
全
対
策
を
強

化
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
を
受
け
、
労
働
安
全
確
保
の
効
果

的
な
対
策
を
実
施
す
る
観
点
か
ら
、
近
年

の
林
業
労
働
災
害
の
発
生
状
況
を
分
析

し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
対
策
を
進

め
る
た
め
の
留
意
事
項
を
整
理
し
、
林
野

庁
長
官
通
知
と
し
て
各
都
道
府
県
や
林
業

関
係
団
体
等
へ
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

留
意
事
項
の
内
容

　
こ
の
留
意
事
項
は
、
労
働
安
全
確
保
の

取
組
を
推
進
す
る
た
め
に
、
林
業
経
営
体

の
経
営
者
（
以
下
「
経
営
者
」
と
い
う
。）

と
現
場
の
林
業
従
事
者
（
以
下
「
従
事
者
」

と
い
う
。）
が
行
う
取
組
内
容
を
示
し
て
お

り
、
主
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
法
令
等
遵
守
の
徹
底

　
厚
生
労
働
省
の
労
働
基
準
関
係
法
令
違

反
に
係
る
公
表
事
案
で
は
、
林
業
関
係
と

思
わ
れ
る
事
案
も
複
数
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
に
は
、
労
働
安
全
衛
生
法

令
、「
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に
よ
る
伐
木
等
作
業

の
安
全
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以

下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。）
等
で
定

林業労働安全対策の強化について

図１　林業死傷災害件数の推移

図２　死傷年千人率の推移

資料：労働者死傷病報告（厚生労働省）

資料： 業種別死傷年千人率（厚生労働省）
注１： 死傷年千人率とは、労働者 1,000 人あたり１年間に発生する死傷者数（休業４日以上）の割合。
注２： 平成 24 年より算定基礎を「労働者災害補償保険事業年報」及び「労災保険給付データ」から「労働者

死傷病報告書」及び「総務省労働力調査」に変更。
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ま
す
（
表
１
）。
ま
た
、
林
業
作
業
中
の
ケ

ガ
と
し
て
は
、
立
木
等
が
激
突
す
る
事
故

に
次
い
で
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に
よ
る
切
創

（
切
り
傷
）
事
故
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
伐
木
等
の
機
械
や
走
行

集
材
機
械
等
の
林
業
機
械
に
よ
る
事
故
も

発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
い
っ
た
伐
木
作
業
時
の
安
全
対
策

を
徹
底
す
る
た
め
に
は
、
経
営
者
の
方

は
、
伐
採
を
行
う
現
場
の
作
業
計
画
書

の
作
成
、
作
業
前
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
ヒ
ヤ

リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
共
有
、
危
険
予
知
訓

練
（
以
下
「
Ｋ
Ｙ
Ｔ
活
動
」
と
い
い
ま

す
。）
の
実
施
に
よ
り
、
従
事
者
に
対
し
て

労
働
災
害
の
危
険
予
知
の
注
意
喚
起
を
行

う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
従
事
者
の

方
は
、
か
か
り
木
に
よ
る
災
害
が
多
く
発

生
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
労
働
安
全

衛
生
規
則
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
定
め
ら
れ

た
か
か
り
木
処
理
の
禁
止
事
項
の
遵
守
、

め
ら
れ
た
禁
止
事
項
や
遵
守
事
項
が
守
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
労
働
災
害
と

な
っ
た
も
の
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
経
営
者
の
方
に
は
、
労
働
安
全
関
係

の
研
修
や
講
習
会
に
参
加
し
、
自
ら
労
働

安
全
対
策
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
や
従
事

者
に
関
係
法
令
等
の
遵
守
を
徹
底
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
従
事

者
の
方
は
、
関
係
法
令
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

等
に
則
っ
た
作
業
方
法
等
を
徹
底
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

②
伐
木
作
業
等
の
安
全
対
策
強
化

　
林
業
の
死
亡
災
害
の
約
７
割
が
伐
木
作

業
時
に
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
伐
木
作

業
時
の
死
亡
災
害
の
要
因
を
分
析
す
る

と
、
伐
倒
対
象
木
に
よ
る
も
の
が
約
半
分

を
占
め
ま
す
（
図
３
）。
伐
倒
対
象
木
の
状

態
を
さ
ら
に
調
べ
て
い
く
と
、
か
か
り
木

が
関
係
し
て
い
る
事
案
が
多
く
な
っ
て
い

資料： 令和 2 年度農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業のうち新
たな現場の作業安全対策の実現に向けた調査委託事業（令和 3 年 3 月）を一部
改変

   注： 平成 29 年から令和元年の林業死亡災害 128 件について分析
その他は、地山・岩石、機械集材装置・運材索道等

その他,
30

既伐倒木,
8

危険木,
11

車両系
機械,
17

伐倒対象木,
62

図４　経験年数・年齢別の林業死亡事故件数

資料： 令和 2 年度農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業のうち
新たな現場の作業安全対策の実現に向けた調査委託事業（令和3年3月）より

　注： 平成 29 年から令和元年までの死亡災害 82 件について分析

表１　作業種類と誘因事象による分類

資料： 令和 2 年度農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業のうち新
たな現場の作業安全対策の実現に向けた調査委託事業（令和 3 年 3 月）より

図３　起因物別の林業死亡事故の発生件数
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資料： 令和 2 年度農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業の
うち新たな現場の作業安全対策の実現に向けた調査委託事業（令和 3 年
3 月）より

　注： 平成 29 年から令和元年の死亡事故 128 件について分析

切
創
防
止
用
保
護
衣
等
の
安
全
装
備
を
着

用
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

③
経
験
年
数
の
少
な
い

　
従
事
者
へ
の
安
全
対
策
強
化

　
経
験
年
数
が
少
な
い
従
事
者
は
、
年
齢

に
関
わ
ら
ず
死
亡
災
害
の
発
生
件
数
が
多

く
な
っ
て
い
ま
す
（
図
４
）。
そ
の
た
め
、

経
営
者
の
方
は
、
作
業
前
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

で
の
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
共
有
、
Ｋ

Ｙ
Ｔ
活
動
の
実
施
に
よ
る
作
業
時
の
危
険

予
知
情
報
の
共
有
、
熟
練
従
事
者
に
よ
る

安
全
指
導
や
伐
倒
技
術
研
修
を
受
講
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
従
事
者
の
知
識
・
技

術
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
従
事
者
の
方
は
、
指
差
呼
称
の
実

施
等
に
よ
り
安
全
な
伐
倒
方
向
を
確
認
の

上
、
正
し
い
追
い
口
・
受
け
口
を
作
成
し

て
伐
倒
作
業
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
か
か
り
木
処
理
等
の
対
応
が
困
難

な
時
に
は
、
熟
練
者
に
相
談
す
る
な
ど
単

独
で
危
険
な
作
業
は
行
わ
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

④
小
規
模
な
林
業
経
営
体
の

　
安
全
対
策
強
化

　
経
営
規
模
別
の
死
傷
災
害
を
グ
ラ
フ
に

す
る
と
、
従
業
員
が
９
人
以
下
の
小
規
模

な
経
営
体
で
災
害
の
発
生
件
数
や
発
生
率

が
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
図
５
、
図

６
）。
こ
の
た
め
、
経
営
者
の
方
は
、
労
働

安
全
衛
生
法
令
、
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

遵
守
の
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
作
業
前

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や 

Ｋ
Ｙ
Ｔ
活
動
の
実
施
に

よ
る
従
事
者
と
の
安
全
意
識
の
共
有
、
外

部
で
実
施
さ
れ
る
技
術
研
修
や
安
全
講
習

会
等
へ
の
参
加
、
緊
急
連
絡
体
制
の
整
備

な
ど
の
安
全
対
策
を
徹
底
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
そ
れ
以
外
に
も
、
⑤
経
験
豊
富
な
従
事

林業労働安全対策の強化について

図５　経営規模別の死亡事故の発生状況

図６　経営規模別の傷害事故の発生状況

資料： 令和 2 年度農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業のう
ち新たな現場の作業安全対策の実現に向けた調査委託事業（令和 3 年 3 月）
より

　注： 平成 29 年から令和元年の傷害事故 3800 件について分析

写真　説明会（キャラバン）の様子



8林野   2022.1 No.178

　我が国の森林・林業を取り巻く状況を見ますと、戦後造成された人工林を中心に、森林資源が成熟し
て本格的な利用期を迎えており、その豊富な森林資源を「伐って、使って、植えて、育てる」という形
で循環利用しながら、林業・木材産業の成長産業化と森林資源の適切な管理を両立させることが急務と
なっています。
　このためには、長期にわたる持続的な経営を実現させる林業経営体の育成と、現場での作業を担う林
業従事者の安定的な確保が不可欠です。また、新規就業者の確保に加え、既に就業されている方の林業
への定着を促すためには、所得や福利厚生といった就業条件の一層の改善に加え、全産業の中で最も高
い労働災害発生率となっている就労環境を改善することが重要な課題であると考えております。
　このような状況を踏まえ、林野庁では、本年２月、有識者会議での議論を踏まえた「農林水産業・食
品産業の作業安全のための規範」を策定するとともに、本年６月には森林・林業基本計画を閣議決定
し、同計画において、今後 10 年を目途とし、林業の労働災害の発生率を示す死傷年千人率を半減させ
ることを目指して労働安全対策を強化していくことを明記したところです。
　そして、今般、林業の労働安全確保対策を効果的に進める観点から、最近の林業労働災害の発生状況
の分析結果を基に、林業経営体及び林業従事者の方々が安全対策を進めるに当たっての留意事項を取り
まとめた「林業労働安全対策の強化について」（令和３年 11 月 24 日付け３林政経第 322 号）を発出
することとしたところです。
　安全な職場環境は、経営者、従事者、その家族、そのほか全ての関係者の方々の日々の幸せに繋がる
ものであり、かけがえのないものです。また、経営が継続発展するための前提であります。
　林野庁としては、不幸な労働災害事故が起きることがないよう、その撲滅に向け、厚生労働省等関係
機関や林業関係団体、さらには地域の皆様方とも連携を図りつつ、今後も努力していく所存ですので、

地方公共団体、林業関係団体、林業経営体等の皆様に
は、林業労働災害の未然防止に向けた一層の取組につ
いて御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い
いたします。

令和３年11月24日
林野庁長官　　天羽　隆

者
へ
の
安
全
対
策
強
化
や
、
⑥
高
齢
従
事

者
へ
の
安
全
対
策
強
化
、
⑦
地
域
や
現
場

の
状
況
に
応
じ
た
林
業
労
働
災
害
の
予

防
、
⑧
緊
急
連
絡
体
制
の
整
備
、
⑨
一
人

親
方
等
の
対
応
と
い
っ
た
項
目
に
つ
い
て

も
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
一
度
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
留
意
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
、
各

都
道
府
県
を
訪
問
す
る
説
明
会
（
キ
ャ
ラ

バ
ン
）
を
実
施
し
て
お
り
、
都
道
府
県
の

職
員
の
方
を
は
じ
め
、
地
域
の
林
業
経
営

者
の
方
に
も
留
意
事
項
の
周
知
を
図
っ
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
写
真
）。

最
後
に

　
林
業
労
働
災
害
の
発
生
抑
制
や
未
然
防

止
に
向
け
て
は
、
経
営
者
と
従
事
者
に
加

え
、
国
や
地
方
公
共
団
体
、
林
業
関
係
団

体
等
の
林
業
関
係
者
が
一
丸
と
な
っ
て
取

り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
、
今
後
ま
す
ま
す

重
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
関
係

す
る
皆
様
に
ご
尽
力
を
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
長
官
通
知
を
発
出
し
た
際
に

林
野
庁
長
官
か
ら
発
表
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。




